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船橋笑寿苑短期入所サービス 

指定ユニット型介短期入所生活介護（重要事項説明書） 

 

 あなた（若しくはあなたの意思を代理する家族等）が利用しようと考えている指定ユニット型短

期入所生活介護及び指定介護予防ユニット型短期入所生活介護サービスについて、契約を締結する

前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。分からないこと、分かりにくいことがあれ

ば、その都度遠慮なく質問してください。 

この重要事項説明書」は、「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例（令和 6 年条例第 60 条）」及び「船橋市指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例（令和 6 年条例第 61 号）」の規定に基づき、指定ユニット型短期入所生活介

護及び指定ユニット型介護予防短期入所生活介護サービス提供の契約に際して、ご注意いただき

たいことを説明するものです。 

 

1.指定ユニット型（介護予防）短期入所サービスを提供する事業者について 

事
業
所 

名称 社会福祉法人 修央会 

所在地 千葉県船橋市古和釜町 791 番地 1 

電話番号 047－462－2021 

FAX 番号 047－462－7638 

法人の種別 社会福祉法人 

代表者の職・氏名 理事長 石神 一明 

法人設立年月日 昭和 57 年 8月 26 日 

 

 

 

法人が行う他の事業 

（1）第一種社会福祉事業 

・軽費老人ホームの経営 

・特別養護老人ホームの経営 

（2）第二種社会福祉事業 

・老人デイサービス事業の経営 

・老人短期入所事業の経営 

・老人介護支援センター事業の経営 

・認知症対応型共同生活介護事業の経営 

 

2.利用者に対してサービス提供する事業所について 

（1）施設の所在地等 

施設の種類  指定ユニット型短期入所生活介護 

施設の名称  船橋笑寿苑短期入所サービス 

介護保険指定事業所番号  1270906413 

施設所在地  千葉県船橋市大穴北 4 丁目 25 番 15 号 
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電話番号・FAX 番号  047－410－8413 ／ 047－410－8003 

管理者（施設長）氏名  石神 正浩（イシガミ マサヒロ） 

 

 

事業の目的 

 指定ユニット型短期入所生活介護（以下「短期入所サービス

等」という。）事業の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状

態（介護予防にあっては要支援状態）の利用者の意思及び人権

を尊重し、利用者の立場に立った適切な短期入所サービス等事

業の提供を確保する。 

運営の方針 1 短期入所サービス等の提供にあたっては、要介護状態の利用

者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食

事等の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練を行うこと

により、利用者の心身の機能の維持並びにその家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図ります。 

  また、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅におい

て、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を

行うことにより利用者の心身の機能回復を図り、もって利用

者の生活機能の維持又は向上を目指します。 

2 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立った短期入所サービスを提供するよう努めるものとし

ます。 

3 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又

は要介護状態となることの予防に資するよう、認知症の状況

など利用者の心身の状況を踏まえて日常生活に必要な援助を

妥当適切に行います。 

4 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支年事業所、

介護予防支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援

センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び

福祉サービスを提供する者との連携に努めます。 

5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要

な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講じます。 

6 事業所は、短期入所サービス等の利用後においても、利用前

と同様のサービスを受けられるよう、居宅介護支援事業者若

しくは、介護予防支援事業者その他の保険医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携により利用者が継

続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう

必要な援助に努めます。 

7 短期入所サービス等の提供にあたっては、介護保険法（以下

「法」という。）第 118 条の 2 第 1 項に規定する介護保険等関

連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう

努めます。 

5 施設は、指定介護福祉施設サービスを提供するに当たって
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は、介護保険法第 118 条の 2 第 1 項に規定する介護保険等関

連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう

努めます。 

6 前 7 項のほか、「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成 24 年条例第

60号）、船橋市指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成 24

年条例第 61 号）」に定める内容を遵守し、事業を実施しま

す。 

 

（3）施設の概要及び主な設備等 

建物の構造 鉄骨造 地上 2 階建て 

敷地面積 5668.73 ㎡ 

延べ床面積 2714.524 ㎡ 

開所年月日  平成 25 年 6 月 1 日 

利用定員 10 名（他に地域密着型ユニット型介護老人福祉施設 29 名） 

ユニット 1  2 階 個室 10 室・共同生活室・キッチン 

    共同トイレ 3 カ所 

 

浴室 

 2 階 特殊浴槽浴室 

 2 階 リフト式昇降機付き個別浴槽 

 2 階 個別浴槽 

医務室  2 階 ユニットに隣接して設置 

調理室  1 階  

相談室  1 階 

多目的室  1 階・2 階 

事務室  1 階 

 ※ 事業所では、上記の居室及び設備をご用意しています。利用される居室は全室個室となって

おります。 

 ※ 事業所での喫煙は禁止されています。 

 

（4）利用定員   10 名  

※ 併設する域密着型ユニット型特別養護老人ホームの空床を短期入所サービスに利用する場合

もあります。 

（5）職員体制 

事業所は、地域密着型ユニット型施設サービス及び併設するユニット型短期入所サービスを提

供する職員として、以下のとおり職員を配置しています。 

 

 〇主な職員の配置状況                       令和 6 年 6 月 1 日現在 

 

職種 

 

 

指定基準 

 

兼務可否 

当施設配置状況 

常勤 非常勤 備考 

1.管理者 1 名 併設他の事業との兼務 1 名  ① 

2.介護職員 13 名以上 併設他の事業との兼務 13 7 ② 



4 
 

3.生活相談員 1 名以上 常勤の職員を配置 1 名   

4.管理栄養士 1 名以上 併設する地域密着型介護老人

福祉施設との兼務 

1 名   

5.看護師 2 名以上 常勤の職員を配置 1 名 1 名 ② 

6.機能訓練指導員 1 名以上 常勤の看護職員を配置 1 名  ② 

① 管理者は、併設する指定地域密着型介護老人福祉施設の施設長、地域密着型通所介護事業及び

地域密着型介護予防通所介護事業の管理者を兼務します。 

② 指定基準（船橋市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例）

（平成 24 年条例第 58 号）を遵守し、基準以上の配置を維持するよう努めます。 

 

※ 従業者の配置は、指定基準を遵守しますが、人員配置基準を下回り人員基準欠如による減算の

対象となった場合には、早急に改善を図るとともに、速やかに利用者及びその家族等若しくは

身元引受人にご連絡いたします。また、現在の各種加算の算定対象となるサービスの提供は、

やむを得ず変更となる場合があることをご了承ください。 

 

〇主な職種の勤務時間・勤務曜日の体制               令和 6 年 6 月 1日現在 

職種 勤務時間 勤務曜日 

 

介護職員 

早 番  07 時 30 分～16 時 30 分      曜日不問 

日 勤  08 時 30 分～17 時 30 分 同上 

遅 番  11 時 00 分～20 時 00 分 同上 

夜 勤  16 時 30 分～翌 09 時 30分 同上 

生活相談員 日 勤  08 時 30 分～17 時 30 分 同上 

介護支援専門員 日 勤  08 時 30 分～17 時 30 分 同上 

管理栄養士 日 勤  08 時 30 分～17 時 30 分 同上 

看護師 日 勤  08 時 30 分～17 時 30 分 同上 

機能訓練指導員 日 勤  08 時 30 分～17 時 30 分 同上 

事務職員 日 勤  08 時 30 分～17 時 30 分 同上 

※主な勤務体制のため、実際の勤務時間とは異なる場合があります。 

 

3.契約期間 

（1） 本契約の契約期間は、契約締結日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。 

（2） 前項の契約期間終了日以前に利用者が要介護状態区分の変更認定を受け、当該認定の有効 

期間の満了日が更新された場合は、更新後の要介護又は、要支援認定の有効期間満了日をも 

って契約期間の満了日とします。ただし、要介護状態区分の変更が要介護から非該当、要支

援から非該当となった場合は、従前の要介護状態区分の有効期間満了日をもって契約期間満

了日とします。 

（3） 契約期間の満了日の 2 日前までに、利用者又はその家族等、成年後見人（以下「その家族 

等」という。）若しくは身元引受人から書面による契約終了の申入れがない場合には、本契 

約は更に同じ条件で更新されたものとし、以後も同様となります。 

（4） 本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間満了日の翌日から更新後の要介

護状態区分の有効期間満了日までとします。更新後における契約期間中に利用者の要介護状
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態区分に変更があった場合の契約期間は、第 2 号但書と同様の取扱いとします。 

 

4.身元引受人（連帯保証人） 

  事業所は、利用者が短期入所サービス等の提供を受けるにあたって、身元引受人（連帯保証人） 

を求めることができます。身元引受人は、本契約に基づく利用者の事業所に対する一切の債務に

ついて、利用者と連帯して履行の責任を負うものとし、身元引受人の債務の負担の極度額は 50万

円を限度とします。また、身元引受人が負担する債務の元本は、利用者が死亡又は介護保険施設

その他の施設へ入所、医療機関へ入院したとき等並びに身元引受人が死亡したときに確定するも

のとします。 

  利用者又は身元引受人が負担すべき債務等は、利用者に係る短期入所サービス等の提供に伴う

各月別の利用料金等を 2 か月分以上滞納した場合の滞納金額の全額の支払い及び入居者が疾病等

により医療機関に入院する場合の入院申込手続き及び退院の手続き又は入院費用に関する医療費

の支払い、利用者の故意又は過失により事業所及び事業所の設備を滅失、損壊、汚損等した際の 

原状回復にかかる相当の代価の支払のほか、本契約の解約若しくは解除及び当該事由に伴う退去

先となる介護保険施設等の確保、及び契約書第 12 条から第 15 条に掲げる同意若しくは権利の行

使等（利用者の死亡に伴い事業所を退所となる場合の利用者の遺体及び遺留金品の引取り並びに

当該引取り等に際して発生する費用の支払いを含む。）となります。 

  また、施設は身元引受人から請求があった際は、利用料金等の支払い状況滞納金の額、損害賠

償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を遅延なく提供いたします。 

  社会通念上、身元引受人を立てることができない相当の理由があると認められる場合又は身元

引受人が負う債務の内容に斟酌すべき事由がある場合は、契約者及び事業所の双方が協議して対

応します。なお、当該身元引受人に関して、身元保証を行う事業者等が代行する場合は、これを

妨げるものではありません。 

 

5.事業所が提供する短期入所サービス等と利用料金 

 施設は、利用者に対して以下のサービスを提供し利用料金の支払いを受けます。 

（1） 受給資格の確認 

    事業所は、短期入所サービス提供を求められた場合は、その者が提示する被保険者証によ

り被保険者の資格、要介護若しくは要支援認定の有無及び、要介護若しくは要支援認定の有

効期間を確認し、当該被保険者証に介護認定審査会の意見の記載がある場合は、これに配慮

するよう努めます。 

 

（2） 要介護認定又は要支援認定の申請に係る援助 

    事業所は、短期入所サービス等の提供に際し、要介護認定若しくは要支援認定を受けてい

ない利用申込者については、当該申請の有無を確認し、いずれについても当該申請がされて

いない場合は、本人の意思を踏まえて速やかに当該申請を行います。また、事業所は、居宅

介護支援が利用者に対して行われていない等の場合で必要と認めるときは、要介護認定若し

くは要支援認定の更新申請が遅くとも当該利用者が受けている当該認定の有効期間の満了日

の 30 日前には行われるよう必要な援助を行います。 
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（3） 短期入所サービス等の取扱方針 

   短期入所サービス等の種別による取扱方針は、次のとおりです。  

  ① 指定ユニット型短期入所生活介護に関する事項 

  （a） 事業所は、利用者の要介護状態の軽減又は、悪化の防止に資するよう、認知症の状況等

利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当適切に行います。  

  （b） 事業所は、指定短期入所生活介護を相当期間以上（概ね 4日以上）にわたり継続して利

用することが予定される利用者については、指定ユニット型短期入所生活介護計画に基づ

き、漫然かつ画一的なサービスとならないよう配慮して行います。 

  （c） 事業所の従業者は、指定ユニット型短期入所生活介護の提供にあたっては、懇切丁寧

を旨とし、利用者又はその家族、成年後見人（以下「その家族等」という。）若しくは身

元引受人に対し、当該サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行い、同

意を得ます 

  （d） 事業所は、指定ユニット型短期入所生活介護の提供にあたっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その

他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行いません。 

  （e） 事業所は、前項に身体的拘束を行う場合には、利用者又はその家族等に若しくは身元

引受人に対し十分に説明し、同意を得ておこなうものとします。また、身体的拘束等を行

う際は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録し、これを 5 年間保存します。 

  （f） 事業所は、自らその提供する指定ユニット型短期入所生活介護の質の評価を行い、常

にその改善を図ります。 

   

  ② 指定ユニット型介護予防短期入所生活介護に関する事項 

  （a） 事業所は、指定ユニット型介護予防短期入所生活介護が利用者の介護予防に資するよ 

う、その目標を設定し、計画的に行います。  

  （b） 事業所は、自ら提供する指定ユニット型介護予防短期入所生活介護の質の評価を行う 

とともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図ります。 

  （c） 事業所は、指定ユニット型介護予防生活介護の提供にあたり、利用者ができる限り要 

介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することが目的である 

ことから、常に意識してサービスの提供に当たります。 

  （d） 事業所は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による 

サービスの提供に努めます。 

  （e） 事業所は、指定ユニット型介護予防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコ

ミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に

参加するよう適切な働きかけに努めます。 

  （f） 上記①の（b）及び（c）の指定ユニット型短期入所生活介護とあるのは指定ユニット

型介護予防短期入所生活介護と、指定ユニット型短期入所計画とあるのはユニット型介護

予防短期入所生活介護計画と読み替えて実施します。また、上記①の（d）及び（e）の指
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定ユニット型短期入所生活介護とあるのは、指定ユニット型介護予防短期入所生活介護と

読み替えて実施します。 

   

（4） サービス提供の記録 

   事業所は、短期入所サービスを提供した際には、その提供日及びその内容その他必要な事

項を利用者の居宅サービス計画又は介護予防サービス・支援計画を記載した書面等に記載し

ます。また、その際は、その具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申

出があった場合には、文書の交付をその他適切な方法により、その情報を利用者又はその家

族等若しくは身元引受人に対して提供します。 

 

（5） 事業所が提供する短期入所サービス等と利用料金 

    事業所が提供する短期入所サービス等では、利用料金の一部が介護保険から給付される場

合（法定受領サービス）と利用料金の全額を利用者にご負担いただく場合（償還払い）があ

ります。 

 

〇法定代理受領サービス 

    法定代理受領サービスに該当する短期入所サービス等を提供した際には、利用者から利用

料金の一部として、短期入所サービス費用基準額から事業所に給付される短期入所サービス

等費の額を控除して得た額の給付を受けます。 

 

〇償還払い 

  法定代理受領サービスに該当しない事由（保険料の滞納等）がある場合には、一旦、費用の

金額を利用者が事業所に支払います。事業所は利用者が市町村に申請すると保険給付に該当す

る額の給付を受けるために必要となる「サービス提供証明書」を交付します。 

 

（6） 介護保険給付の対象となる短期入所サービスの内容 

    以下のサービスについては、居住費、食費を除き利用者の負担割合（1 割又は 2 割又は 3

割）に応じた額の差額が介護保険から給付されます。 

    事業所の提供する短期入所サービス等は、「居室の提供」の他、以下のとおりです。 

 

 

サービス区分と種類 

 

サービスの内容 

 

 

ユニット型短期入所

生活介護計画又はユ

ニット型介護予防短

期入所生活介護計画

の作成 

 

 

 

1 計画作成の経験者等は、居宅サービス計画（介護予防サービス・支援

計画）に沿って利用者の心身の状況及びその置かれている環境を踏ま

え、利用者の希望を十分勘案し、利用者の日々の介護状況に合わせて

作成します。 

2 作成した計画書の内容について、利用者に対して説明し、同意を得ま

す。同意を得た計画書については、利用者に交付します。 
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入浴 

1 入浴は、1 週間に 2 回以上、適切な方法により利用者の自立に向けた

援助を行います。 

2 利用者の心身の状態等により入浴が困難な場合は、清拭により対応い

たします。 

 

 

 

排せつ 

 

1 利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により排せつの自立について

必要な援助を行います。 

2 おむつを使用せざるを得ない利用者については、利用者の心身の状況

に適したおむつを提供し、おむつ交換は利用者の排せつ状況を踏まえ

て実施します。  

 

 

 

   

 

 食事 

 

1 栄養並びに利用者の心身の状況（摂食・嚥下機能ほか）及び嗜好を考

慮した食事を適切な時間に提供します。 

2 利用者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して、食堂で摂ること

を支援します。 

3 食事の提供時間は、朝食は 8：00、昼食は 12：00、夕食は 18：00 に

提供することを基本とします。 

 

 

機能訓練 

 

 

  利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じ日常生活を営むのに必

要な生活機能の改善又は、維持のための機能訓練を行います。 

 

 

健康管理 

 

  

  事業所の医師又は看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意する

とともに、健康保持のための適切な措置をとります。 

 

 

 

相談及び援助 

 

 

  

  常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に

努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるととも

に、必要な助言その他の支援を行います。 

 

 

 

その他サービス 

の提供 

 

 

1 寝たきり防止のため、利用者の身体状況を考慮しながら、可能な限り

離床させ、着替え、整容等の日常生活の世話を適切に行います。 

2 教養娯楽設備等を備え、適宜利用者のためのレクリエーション行事を

行います。 

 

 

（7）利用料金 

 （a）指定ユニット型短期入所生活介護サービス費 

   利用者又はその家族若しくは身元引受人は、利用者の要介護度に応じた施設サービス利用料

金から介護保険給付費を除いた金額（自己負担額（1 割又は 2 割又は 3 割））と、食費と居住費

に係る負担段階（後掲する収入、所得及び預貯金に基づく）ごとの金額（自己負担額）の合計

金額をお支払いいただきます。 

① 基本単位数及び費用額（1 日あたり） 
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要介護度 

ユニット型短期入所生活介護 

（単位） 

ユニット型短期入所生活介護 

（金額） 

要介護 1 704 単位 7,504 円 

要介護 2 772 単位 8,229 円 

要介護 3 847 単位 9,029 円 

要介護 4 918 単位 9,785 円 

要会議 5 987 単位 10,521 円 

※ 表の金額は、地域区分別 1単位の単価（当施設は、4級地 10.66円）に単位数を乗じて端数を四

捨五入したもので 1 日当たりの施設サービス費給付額を表示しています。 

② 加算の算定について 

   短期入所生活介護費については、上記基本費用額のほか一定の要件に基づき算定可能な加算

や減算が設けられています。加算を算定する場合は、必ず利用者及びその家族等に対して説明

し、書面による同意を得ることとします。  

 

※ この加算に係る同意に関しましては、下表に基づき説明のうえ、本重要事項説明書で同意をい

ただく一連のものとして取り扱わせていただきます。 

 ただし、利用料金等の金銭的負担を伴う内容に変更があった場合は、その都度、内容の説明

した書面を作成し、変更同意書を交付のうえ、利用者又はその家族等からの同意を得るものと

します。 

 

〇当施設において加算を算定する内容は、下表のとおりです。 

 介護報酬上の加算一覧                    令和 6 年 6 月 1 日現在 

加算の項目 内容 単位数 

 

長期利用者に対して短期

入所生活介護を提供する

場合 

 

連続して 30 日を超えて短期入所生活介護を受けて

いる場合（減算） 

 

 

－30 単位／日 

緊急短期入所受入加算  居宅サービス計画において計画的に行うこととな

っていない短期入所生活介護を緊急に行ったとき 

（7 日、やむを得ない場合 14 日を限定） 

 

 

90 単位／日 

 

送迎加算 

（片道につき） 

 

利用者の居宅と当事業所との間の送迎を行う場合 

 

 

 

184 単位／回 

 

 

サービス提供 

体制強化加算（Ⅱ） 

 

 

介護職員の総数のうち介護福祉士が占める割合が 

60／100 以上であること 

 

 

 

18 単位／日 
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介護職員処遇改善加算

（Ⅱ） 

 

介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整

備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目

的に創設された加算であり、キャリアパス要件及び

職場環境要件を満たす場合に算定 

 

 

 

 

13.6％／月 

※1 利用者数合計数が入所定員を超える場合、又は介護職員若しくは看護職員の員数厚生労働大

臣が定める基準に満たない場合、上記①基本単位数に 70／100 を乗じて減算し、算定します。 

※2 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（厚生労働大臣が定める基準）を満たさない場合は、

上記①基本単位数に 97／100 を乗じて減算し、算定します。 

※3 利用者に係る身体拘束等を行う場合の記録を行っていない、身体拘束の適正化委員会の未開

催、身体拘束に係る定期的研修の未実施などの場合（厚生労働大臣が定める基準）、身体拘束

未実施減算として、利用者全員について上記①の基本単位数に 1/100 を乗じて減算し、算定し

ます。 

※4 虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会の未開催、虐待に係る定期

的研修の未実施などの場合（厚生労働大臣が定める基準）、高齢者虐待防止措置未実施減算と

して、利用者全員について上記①の基本単に 1/100 を乗じて減算し、算定します。 

 

（ｂ）介護予防短期入所生活介護サービス費 

  利用者又はその家族若しくは身元引受人は、利用者の要支援状態区分に応じた介護予防短期入

所サービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額（1割又は 2割又は 3割）

と、食費と滞在費に係る負担段階（後掲する収入、所得及び預貯金額に基づく）ごとの金額

（自己負担額）の合計額をお支払いいただきます。 

 

 ①基本単位数及び費用額（1 日あたり）               令和 6 年 4 月 1 日現在 

 

要支援状態区分 

併設型ユニット型 

介護予防短期入所生活介護 

（単位） 

併設型ユニット型 

介護予防短期入所生活介護 

（金額） 

要支援 1 529 単位 564 円 

要支援 2 656 単位 700 円 

※1 上記の金額は、地域区分別 1単位の単価（当事業所は 4級地 10.66円）に単位数を乗じて得た

額に端数を四捨五入し、1 日当たりの短期入所生活介護給付額を表示しています。 

※2 介護保険給付率は 90％として算定。所得に応じて 80％、70％として算定します。 

※3 要支援状態区分に応じて定められた区分支給限度額を超えたサービス費用は保険給付の対象 

外となり、その超えた金額が自己負担となります。 

 ②加算の算定について 

  介護予防短期入所生活介護費については、上記費用額のほか一定の要件に基づき算定可能な加

算や減算が設けられています。加算を算定する場合は、必ず利用者及びその家族等に説明し、
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書面による同意を得ることとします。 

※ この加算に係る同意に関しましては、下表に基づき説明の上、本重要事項説明書で同意をいた

だく一連のものとして取り扱わせていただきます。 

 但し、利用料金等の金銭的負担を伴う内容に変更があった場合は、その都度、内容を説明し

た書面を作成し、変更同意書を交付の上、利用者又はその家族からの同意を得るものとします。 

 ⓑ当事業が算定する加算は下表のとおりです。              令和 6 年 4 月 1 日 

加算の項目 内容 単位数 

緊急短期入所受入加算  居宅サービス計画において計画的に行うこととな

っていない短期入所生活介護を緊急に行ったとき 

（7 日、やむを得ない場合 14 日を限定） 

 

 

90 単位／日 

 

送迎加算 

（片道につき） 

 

利用者の居宅と当事業所との間の送迎を行う場合 

 

 

 

184 単位／回 

サービス提供 

体制強化加算（Ⅱ） 

介護職員の総数のうち介護福祉士が占める割合が

60/100 以上であること 

18 単位／日 

介護職員処遇改善加算

（Ⅱ） 

 介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整

備とともに、介護職員の資金改善に充てることを目

的に創設された加算であり、キャリアパス要件及び

職場環境要件を満たす場合に算定 

 

13.6％/月 

※1 利用者数が利用定員を超える場合、又は介護職員若しくは看護職員の員数が厚生労働大臣が

定める基準に満たない場合、上記①基本単位数に 70／100 を乗じて減算し、算定します。 

※2 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準（厚生労働大臣が定める基準）を満たさない場合は、

上記①基本単位数 97／100 を乗じて減算し、算定します。 

※3 利用者に係る身体拘束等を行う場合の記録を行っていない、身体拘束の適正化委員会の未開

催、身体拘束に係る定期的研修の未実施などの場合（厚生労働大臣が定める基準）、身体拘束

未実施減算として、利用者全員について上記①の基本単位数に 1/100 を乗じて減算し算定しま

す。 

※4 虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会の未開催、虐待に係る定期

的研修の未実施などの場合（厚生労働大臣が定める基準）、高齢者虐待防止措置未実施減算と

して、利用者全員について上記①の基本単位に 1/100 を乗じて減算し、算定します。 

※5 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する必要なサービス継続的に提供できる体

制を構築するための業務継続計画が未策定の場合（厚生労働大臣が定める基準）、業務継続計

画未策定減算として、利用者全員について上記①の基本単位に 3/100 を乗じて減算し、算定し

ます。 

 

（7）-2  定員の遵守 

   施設は、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合を除き、利用定員及び居室定員を

超えての利用を行いません。 
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（8）利用者負担の割合について（要支援・要介護認定を受けた方に共通の内容） 

  介護保険サービス利用には、原則、かかった費用の 1 割から 3 割を負担します。 

  利用者本人の市民税課税状況と本人及び同じ世帯にいる 65歳以上の所得額により、次の様に決

定され、保険者である市町村から「介護保険負担割合証」が交付されます。 

 

 〈利用者負担割合の決定方法〉 

本人の合計所得金額 世帯の合計所得金額 負担割合 

40 歳から 64 歳、生活保護受給者、市民税非課税、本人の合計所得金額が 160

万円未満 

 

 

 

1 割 

本人の合計所得金額が 160 万円以上 

220 万円未満 

（年金収入）＋（その他の合計所

得金額の合計）が単身世帯で280万

円未満、又は 2 人以上の世帯で 346

万円未満 

本人の合計所得金額が 220 万円以上 

 

本人の合計所得金額が 160 万円以上 

220 万円未満 

（年金収入）＋（その他の合計所

得金額の合計）が単身世帯で280万

円未満、 

 

 

 

 

 2 割 

 

 

 

 

 

本人の合計所得金額が 220 万円以上 

（年金収入）＋（その他の合計所

得金額の合計）が単身世帯で280万

円い以上 340 万円未満、又は、2 人

以上の世帯で 346万円以上 463万円

未満。 

（年金収入）＋（その他の合計所

得金額の合計）が単身世帯で340万

円以上、又は 2 人以上の世帯で 463

万円以上 

 

 3 割 

※1 介護保険法令等の改正により負担割合に変更があった場合は、変更後の負担割合を 

適用します。 

 

（9）食費及び居住費について（短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護に共通です） 

  施設サービスを利用した場合、入居者又は身元引受人は「食費」及び「居住費」の全額を自己

負担することになります。市町村へ申請することで軽減される場合があります。 

 

●軽減制度の内容（1 日当たり）市民税非課税世帯であること 

 

区分 

 

 

食費 

 

居住費 

 

軽減適用の要件 

費用基準額 1,445 円 2,006 円 施設の食費・居住費の平均的費用の勘案額

（国） 

 

第 1 段階 

 

300 円 

 

880 円 

生活保護受給者、老齢年金受給者で、預貯

金額が本人 1,000 万円以下。配偶者と合わ

せて 2,000万円以下。 

 

第 2 段階 

 

390 円 

 

880 円 

年金（非課税年金含む）収入額とその他の

合計所得金額が年間 80 万円以下で、預貯金

等額が本人 650 万円以下。配偶者と合わせ

て 1,650 万円以下。 
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第 3 段階① 

 

650 円 

 

1,370 円 

年金（非課税年金含む）収入額とその他の

合計所得金額が年間 80 万円を超え 120 万円

以下で、預貯金等額が本人 550 万円以下。

配偶者と合わせて 1,550 万円以下。 

 

第 3 段階② 

 

1,360 円 

 

1,370 円 

年金（非課税年金含む）収入額とその他の

合計所得金額が年間 120 万円を超え以下

で、預貯金等額が本人 500 万円以下。配偶

者と合わせて 1,500 万円以下。 

 

第 4 段階 

 

 

1,700 円 

 

2,006 円 

 

上記のいずれにも該当しない方 

※第 4 段階の食費の内訳は、施設独自の設定額として、朝食 480 円、昼食 660 円、（食事 560 

円・おやつ 100 円）、夕食 560 円（合計 1,700 円／日）となります。なお、費用基準額

（1,445円／日）の内訳は、朝食 400円、昼食 584円（食事 494円・おやつ 90 円）、夕食 461 

円です。 

※介護保険法令等の改正により負担額に変更があった場合は、変更後の負担額を適用いたしま

す。 

 

（10）保険給付の対象外のサービスについて（食費・滞在費を除く） 

    以下のサービスについては、介護保険給付の適用とはなりませんので、その費用について 

は、利用者又は身元引受人において全額自己負担することとなります。 

 

〈その他のサービスの概要と料金〉 

区分 内容 料金 

 

理美容代 

事業所が提携する理美容業者に

より、定期的に理美容サービス

をご利用できます。 

 

実費 

 

施設内・外の行事参加費 

利用者又はその家族等の選択

により、施設内外の企画行事へ

の参加又は教養娯楽費など 

実費 

（入場料・外食代などの実費） 

 

（11）利用料金の支払方法 

  ① 上記「（7）利用料金」から「（9）食費及び居住費について」の料金は、短期入所サービス

等の提供月の末日までの費用を一月分ごとに計算し、原則、サービス提供月の翌月 15日まで

にご請求します。また、利用料金のお支払いは、原則、当該請求月の月末までとなります。

ただし、次の②の（a）の場合は、当該請求月の 26 日に、②の（b）の場合は当該請求月の

27 日に指定口座より支払いを受けるものとします。 

  ② 利用料金の支払い方法は、次に掲げる（a）当事業所が指定する金融機関に登録された口

座からの自動振替、又は（b）利用者が希望される金融機関口座から自動振替を基本としま

す。ただし、（c）又は（d）のいずれかの方法も可能です。 
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 （a） 口座振替により支払う方法 

    事業所が指定する次の金融機関に口座が開設されており、所定の様式に口座情報を記載し

たうえで、事業所に提出してください。 

    指定金融機関：京葉銀行 

    口座開設店舗：京葉銀行の本店・支店・出張所 

    預金種別  ：普通預金 

  ※1 上記①の利用料金を口座振替で支払う場合は、請求月の 26 日に指定口座から振替ます。 

    ただし、振替依頼書を事業所に提出後、当該依頼書を事業所が京葉銀行に提出した後は、

約 3 週間経過後に口座振替が可能となりますので、一定の時間が経過するまでの間は、以

下の（ｃ）又は（ｄ）の方法によりお支払いください。 

 （b）口座振込により支払う方法 

    以下の指定口座へ振り込んでください。 

    金融機関名称 ：京葉銀行    支店名 ：北習志野支店 

    預金種別   ：普通預金    口座番号： 

    口座名義人  ：社会福祉法人 修央会 

            船橋笑寿苑短期入所サービス 管理者 石神 正浩 

    口座名義人（ｶﾅ）：フク）シュウオウカイ 

            フナバシショウジュエンタンキニュウショサービス 

            カンリシャ イシガミ マサヒロ 

 

 （c）現金を持参して支払う方法 

    当施設の事務室で受付いたします。つり銭のないようご協力願います。 

    受付時間：9 時 00 分から 17 時 00分まで（土・日・祝日も受付します） 

※ 現金を持参する場合は、遅くとも支払日の前日までに事務室にご連絡ください。 

 

（12）利用者に関する市町村への通知 

  事業所は、利用者が次の事項のいずれかに該当する場合は、遅延なく、意見を付してその旨を

市町村に通知します。 

  ① 正当な理由なしに短期入所サービス等の利用に関する指示に従わないことにより、要介護

状態若しくは要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。 

  ② 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

6.利用申込、利用期日の変更、キャンセル等 

（1）利用の申込等について 

  ① 居宅介護支援事業所の担当居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）又は介護予防支援事 

業所（地域包括支援センターを含む。）の担当者に申込み、当事業所との調整を踏まえて利

用日時を決めていただくこととなります。 

  ② 利用日時の変更やキャンセルにつきましては、当日の午前 8時 30分までに当事業所までご

連絡ください。（緊急入院等やむを得ない理由で連絡ができない場合を除く。） 
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     また、居宅へ迎えに行ってからのキャンセルについては送迎費と食費の実費のご負担を

お願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。 

     なお、この際、利用者又はその家族から担当の居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）

又は介護予防支援事業所の担当者に変更・キャンセルの旨をご連絡ください。 

 

（2）短期入所サービス等の中止 

  次の事由に該当する場合は、利用期間中であっても短期入所サービス等を中止し、退所してい 

ただく場合があります。この場合、退所日までの日数で利用料金を計算し、ご請求させていた 

だきます。 

  ① 利用者が途中退所を希望した場合。 

  ② 利用初日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合。 

  ③ 利用中に体調が悪くなった場合。 

  ④ 他の利用者の生命、身体、健康保持に重大な影響を与える行為があった場合、又はそれが 

予見されるとき。 

 

（3）入退所の送迎時間、送迎範囲（事業所職員及び事業所車輛による場合） 

    送迎時間については、事業所出発を 8 時 40 分、事業所到着時間 17 時 30 分を基本としま

す。また、送迎の範囲は、船橋市全域及び近隣市までとさせていただきます。 

     なお、交通事情によりご希望の時間に沿えない場合があることをご了承ください。 

※1 詳細は、当事業所の担当者にお問い合わせください。 

※2 土・日、お盆、年末年始の送迎につきましては、事業所での対応ができない場合がありま 

す。その際は、ご家族による送迎とさせていただく場合があります。 

 

7.サービス利用中の医療の提供について 

 （1） サービス利用中の医療行為に関しては、事業所の看護職員が適切に対応できる利用者に 

限って提供することができます。利用期間中の服薬や医療処置は、利用者の主治医の指示 

に従います。また、当事業所では、利用期間中の利用者の容体変化に対して、「薬の処方」 

や「医療処置行為」は、一切できませんのでご了承ください。 

 （2） 利用者の容体変化により事業所の看護職員が医療機関への受診が必要と判断した際には、

利用者の家族等の付き添いで受診していただきます。なお、夜間・深夜・早朝の時間帯は、

看護職員との連携を取り、介護職員又は宿直者が判断する場合があります。 

    受診する医療機関の選定は、事前に聴取等した利用者の主治医への受診を優先しますが診 

療科目外診療自体ができないといった場合には、利用者又はその家族等の判断によるもの 

とします。また、緊急時は、主治の医師又はあらかじめ定められた協力医療機関への連絡 

を行うなど必要な措置を講じるとともに、救急要請する場合があります。その際、主治医 

又は協力医療機関のいずれもがやむを得ない事情により受入れが困難な場合は、救急隊員 

の判断を優先し、搬送先医療機関を決定させていただきます。 

 （3） 入院の可否については、受診先医療機関の医師の決定によります。入院が決定した際に

入院先医療機関が必要とする利用者等の情報は、当法人が定める個人情報に関する基本規
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則第 9 条第 1 項に基づき提供いたします。 

 （4） 入院先医療機関での諸手続き（入院同意書・リース物品契約、入院保証金等）及び入院

費用の支払いに関しては事業所では代行できませんので、利用者又はその家族若しくは身元

引受人が直接入院先医療機関と対応くださるようお願いします。 

 

8.短期入所生活介護計画及び介護予防短期入所生活介護計画の作成 

   短期入所サービス等の利用期間が概ね 4 日以上連続して利用する場合は、ユニット型短期入 

  所生活介護計画又はユニット型介護予防サービス・支援計画のそれぞれの計画に沿って作成し、 

これを利用者又はその家族等若しくは身元引受人に説明し、同意を得た後は、当該計画への 

署名・押印をいただき、これを交付いたします。計画の変更が必要な場合は、同様の方法によ 

り実施するものとします。なお、計画を作成しない場合であっても、利用者の希望、状態等に 

応じて適切な短期入所サービス等を提供することに努めます。 

9.短期入所サービス等の利用上の留意事項 

  事業所の利用に当たっては、利用者の共同生活の場として快適かつ安全を確保するために、次 

の事項をお守りください。 

 

（1）持ち込みの制限 

  入居にあたり、次に掲げるもの以外は持ち込むことはできません。 

  ① 日常生活に使用する衣類、履物 

  ② 車椅子並びにシルバーカー、歩行補助器具 

  ③ その他日常生活を過ごすうえで必要な生活用具 

 ※施設での紛失に際して、施設では責任を負いかねますので、貴重品の持ち込みはご遠慮くださ

い。 

 

（2）面会 

  面会時間：午前 8 時 30 分から午後 8 時 00分 

  新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ感染症等の予防及びまん延防止のため、面会時間

を制限して実施しています。また、感染症拡大若しくは感染拡大が見込まれる際は、面会を中止

いたします。 

  面会制限や面会中止又は再開とする場合は、入居者及びその家族等に事前にご案内申し上げま

すのでご理解ご協力をお願いいたします。なお、面会される際は、次の事項を遵守してください。 

 ① 正面玄関にある「面会簿」への記帳 

 ② 体温計測、アルコール手指消毒、洗面所での手洗い、うがいの徹底 

 ③ 利用者にお渡しする物品、その他、薬等をご持参した場合は、必ず職員までお声掛けくださ

い。また、施設には食物の飲み込みが悪い方、医師から食事についての制限を受けている方、

腐敗の判断が困難な方等がいらっしゃいます。利用者の安全確保のため、食物をご持参する場

合は、以下のことについてご協力をお願い致します。 

 ・食物の手土産等は、少量でお願いいたします。また、生ものについては一回で食べきれる分量

でお願いいたします。食べ残された物につきましては、お持ち帰りいただくか廃棄していただ
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きますようお願いいたします。また、ご飲食後にその摂取量を職員までご報告ください。なお、

6 月から 9 月までの期間中は、食中毒が発生しやすい時期のため、飲食物の持ち込みを制限す

る場合がありますので、事前に職員にご相談ください。 

 ・他入居者への配慮については、必ず職員にお声掛けいただきますようお願いいたします。 

 ④ 面会場所は、各居室をご利用ください。 

 ⑤ 感染症予防の観点から利用者との面会制限している場合は、1 階正面玄関スペースをご利用

いただく場合がございます。 

 

（3）外出 

   外出される場合は、事前に事業所の担当者にお申し出ください。 

 

（4）食事 

   外出や医療機関への受診等で食事が不要となるときは、次の区分に応じてその旨をご連絡く

ださい。なお、断られた食事分の料金は徴収いたしません。 

   また、外出や医療機関への受診等で帰苑時間が大幅に超えての食事の提供は、保健所の指導

により、提供できませんのでご了承ください。 

   朝食・・・前日の 17 時 00分までにご連絡ください。 

   昼食・・・当日の 10 時 00分までにご連絡ください。 

   夕食・・・当日の 15 時 00分までにご連絡ください。 

 

（5）施設及び設備の使用上の注意事項 

  ① 居室、共用部分及び敷地内は本来の用途に従って使用してください。 

  ② 故意又は重大な過失により施設及び設備を滅失、損壊、汚損した場合は、利用者の自己負

担で原状回復していただくか、相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

  ③ 施設サービスの提供、安全衛生等の管理上の必要性から、利用者本人のプライバシー保護

に十分配慮したうえで、居室内への立入り、必要な措置を採らせていただきます。 

  ④ 施設内においては、如何なる宗教活動、政治活動及び営利活動を行うことは禁止とします。

また、施設職員及び他の利用者に対してもこのような活動を行うことは禁止します。 

  ⑤ 利用者又は、その家族等からの職員個人に対する暴力及び暴言等や当施設及びこれを統括

する法人に対する合理的理由のない謝罪や弁済等の要求等（カスタマーハラスメントとい

う。）があったときは、当法人「ハラスメント防止基本指針」及び「カスタマーハラスメン

トに対する指針」に基づき対応し、以後の利用を中止させていただくこともあります。 

  ⑥ 施設内は、「全館禁煙」となっていますので喫煙はご遠慮願います。 

  ⑦ 施設では、利用者の施設サービスの提供上の便宜を図るため、次に掲げる書面等について 

変更・更新等の都度、確認をさせていただきます。 

  （a）健康保険被保険者証・後期高齢者医療費保険者証 

  （b）後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 

  （c）特定医療費受給者証 

  （d）重度心身障害者医療費助成受給券 



18 
 

  （e）自立支援医療受給者証 

  （f）介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証 

  （g）障害者手帳（身体・知的・精神） 

 ※ 利用者及びその家族若しくは身元引受人は、上記書面等の記載事項が変更・更新された場合

は、その写しを添付して事業所へ報告してください。 

 

8.契約の終了について 

（1）契約の終了 

   契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定若しくは要支援認定の有効期間満

了日までです。但し、契約期間満了の 7 日前までに利用者から契約終了の申入れがない場合

には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。 

   契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができます

が、仮に以下の事項に該当するに至った場合には当事業所との契約は終了します。 

① 利用者が死亡したとき 

② 利用者の要介護認定状態区分が要介護認定者の場合は、「自立又は要支援」若しくは要支

援認定者の場合は「自立又は要介護」と判断され、従前の要介護認定若しくは要支援認定の

有効期間の終期に達したとき 

③ 当事業所を統括する法人が解散命令を受けたとき、若しくは破産したとき又はやむを得な

い事由により事業所を閉鎖したとき 

④ 施設の滅失や重大な棄損により、利用者に対する短期入所サービスの等の提供が不可能に

なったとき。 

⑤ 当事業所が介護保険事業所の指定を取り消されたとき又は指定を辞退したとき 

⑥ 契約書第 12 条第 5号及び同条 6 号に基づく契約の解約又は指定を辞退したとき 

⑦ 契約書第 12 条第 7号に基づく当事業所から契約解除があったとき 

⑧ 契約書第 12 条第 8条に基づく他の介護保険施設への入居となったとき 

 

（2）利用者からの契約解除又は解約 

   本契約の有効期間内であっても、利用者又はそのご家族等若しくは身元引受人等から本契約 

を解約することができます。その場合は、契約期間満了 7 日前までに事業所に申し入れてくだ 

さい。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解約又は解除することが 

できます。 

  ① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

  ② 利用者が入院され、短期入所サービス等を利用することができなくなった場合 

  ③ 利用者の「居宅サービス計画又は介護予防サービス・支援計画」が変更された場合 

  ④ 事業所若しくは職員が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合 

  ⑤ 事業所若しくは職員が守秘義務に違反した場合 

  ⑥ 事業所若しくは職員が故意または過失により利用者の身体・財物・信用等を傷付け、又は 

著しい不信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情が認められる場合 

  ⑦ 他の利用者が利用者の身体・財物・信用等を傷付けた場合若しくは傷付ける具体的な恐れ 
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がある場合において、事業所が適切な対応をとらない場合 

 

（3）施設からの契約の解約又は解除 

   施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除させていただきます。 

① 利用者又はその家族等が、本契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続し難い重大な事情を生

じさせた場合 

② 利用者によるサービスの利用料金の支払いが 2 か月分以上遅延し、30 日以上の予告期間を

設け、期間内に滞納額の支払いがない場合、本契約を解除する旨の催告をすることができま

す。 

③ 事業所が防止策を採ったにも拘らず、利用者又はその家族等が故意又は重大な過失により

事業所又は事業所の従業者若しくは、他の利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、

又は著しい不信行為を行うなどによって、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合 

④ 利用者が介護保険施設及び介護保険療養型医療施設若しくは介護医療院その他の施設又は

医療機関に入院したとき 

 

9.業務継続計画の策定等について 

   事業所は、感染症や非常災害が発生した場合において、利用者が継続して短期入所サービス

等の提供を中断することなく、サービスを提供し続けられるよう、その影響を極力抑える必要

があります。これを確実にするために、次の各号について対策を講じます。 

（1） 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する短期入所サービス等の提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（2） 事業所は、事業所の従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修 

及び訓練を定期的（感染症・非常災害それぞれ年 1 回以上）に実施します。 

（3） 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

10.非常災害対策について 

   事業所は、非常災害に関する具体的計画（消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するも 

の）を立て非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者並 

びに利用者及びその家族等に訓練の日程、訓練の内容を通知し周知するとともに、定期的（年 

3 回）に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行います。訓練の実施にあたっては、できる 

だけ地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

 

11.衛生管理等について 

   事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的 

  な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に 

行います。また、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置 
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を講じます。 

（1）事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（感染症対策委員会）をおおむね 3 か月に 1 回以上開催（テレビ電話装置を活用して行うこ

とができるものとする。）するとともに、その結果について 介護職員その他の従業者に周

知徹底をしています。 

（2）事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針の整備をしています。 

    （感染症・食中毒の予防まん延防止に関する指針） 

（3）事業所において、事業所の従業者に対して感染症及び食中毒予防及びまん延防止のための研 

修並びに感染症及び食中毒の予防まん延防止のための訓練を定期的に実施します。（定期的な 

研修を年 2 回以上実施しています。）  

（4）上記①から③に定めるほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の 

対処等に関する手順」に沿った対応を行います。 

 

12.秘密保持と個人情報の保護について 

 

 

 

 

 

 

 

（1）利用者及びその家族等に

関する秘密の保持について 

① 事業所は、利用者又はその家族等の個人情報について

「個人情報の保護に関する法律」及び「個人情報の保護に

関する法律についてのガイドライン」並びに個人情報保護

委員会・厚生労働省が策定した「医療・介護事業者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」の他、当

法人が策定した個人情報保護に関する諸規定を遵守し、適

切な取扱いに努めるものとします。 

② 事業所及び事業所の従業者は、短期入所サービスを提供

する上で知り得た利用者又はその家族等の秘密を正当な理

由なく、第三者に漏らすことはしません。 

③ この秘密を保持する義務は、短期入所サービスに係る契

約が終了した後においても継続します。 

④ 事業所は、事業所の従業者に、業務上知り得た利用者又

はその家族等の秘密を保持させるため、従業者である機関

及び従業者でなくなった後においてもその秘密を保持すべ

き旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

 

 

 

 

（2）個人情報の保護について 

① 事業所は、あらかじめ利用者から文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用

いません。また、利用者の家族等の個人情報についても、

あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

等で使用することはありません。この文書による同意の方

法は、別紙①「個人情報の使用に係る同意書」によるもの

とします。 

② 事業所は、利用者及びその家族等に係る個人情報が含ま

れる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）

については、善良な管理者の注意義務をもって管理し、

また、処分する際についても第三者への漏洩を防止する

ものとします。 

③ 事業所が管理する利用者利用及びその家族等の情報につ

いては、利用者又はその家族等の求めに応じてその内容を

開示することとし、開示の結果、当該情報の訂正、追加又
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は消去を求められた場合は、遅延なく調査等を実施し、そ

の結果に応じて、当該情報を適正なものとして管理したう

えで、情報提供するものとします。 

 

13.サービス提供に関する相談、苦情処理 

  事業所は、提供した短期入所サービスに係る利用者及びその家族等若しくは身元引受人からの 

相談、苦情に迅速に対応するため、当法人が定める「苦情解決に関する取扱指針」に基づき、 

下記のとおり体制を整備しています。 

（1）苦情処理の体制及び手順 

  ① 短期入所サービス等に係る事業所の相談、苦情の受付窓口は下表のとおりです。 

 （a）事業所の相談・苦情受付窓口 

苦情受付担当者  特別養護老人ホーム船橋笑寿苑  生活相談員  山岸 明子 

苦情解決責任者  特別養護老人ホーム船橋笑寿苑  施設長    石神 正浩 

連絡先  電話 047－410－8411    FAX 047－410－8003 

受付時間  午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分まで 

 （ｂ）苦情解決第三者委員（2 名を委嘱しています。） 

    苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進す 

るために、下表のとおり第三者委員を設置しています。 

1 氏名  竹澤 勝昭 

住所  千葉県船橋市坪井町 649－14 

2 氏名  向田 美江子 

住所  千葉県船橋市神保町 16－46 

②相談及び苦情に円滑かつ適切に対応する体制及び手順は以下のとおりです。 

   （a）重要事項に記した文書など利用者に交付する文書に、相談・苦情対応窓口及び担当者、

並びに責任者を明記しています。 

   （b）相談及び苦情等の対応に関するマニュアル等を整備しています。 

     （規程の名称：社会福祉法人修央会苦情解決に関する取扱指針） 

   （c）相談及び苦情等の対応に関して文書で記録し、その内容を申出人に確認します。 

   （d）相談及び苦情等の対応の結果については、苦情受付から苦情解決又は改善までの経過

と結果について書面で記録し、当法人の決算時の事業報告書で報告する。 

（2） 行政機関その他の苦情受付機関 

 

船橋市指導監査課 

所在地 ： 船橋市湊町 2－8－11 船橋市役所別館 2 階 

電話番号： 047－436－2712  FAX ： 047－436－2139 

受付時間： 9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始除く） 

 

船橋市介護保険課 

所在地 ： 船橋市湊町 2－10－25 

電話番号： 047－404－2312  FAX ： 047－436－3307 

受付時間： 9：00～17：00（土・日・祝日・年末年始除く） 

 

千葉県国民健康保険 

団体連合会 

所在地 ： 千葉市稲毛区天台 6－4－3 千葉県国保会館 

電話番号： 043－254－7428 又はホームページのメールフォームから 

受付時間： 9：00～12：00、13：00～17：00 

     （土・日・祝日・年末年始除く） 

 

千葉県運営 

所在地 ： 千葉市中央区千葉港 4－5－ 千葉県社会福祉センター 

電話番号： 043－246－0294  FAX ： 043－246－0298 
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 適正化委員 受付時間： 9：00～12：00、13：00～17：00 

     （土・日・祝日・年末年始除く） 

14.身体拘束の廃止について 

 （1） 事業所は、短期入所サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者等の生命又は 

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限 

する行為（以下「身体的拘束等」という。）は行いません。 

 （2） 事業所は、身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状 

    況並びに緊急やむを得ない理由を、経過観察や検討内容を記録し、これを 5 年間保存しま 

す。 

 「緊急性」 ➡ 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人又は他の利用者の生命及び身体に 

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

 「非代替性」➡ 身体拘束以外に利用者本人又は他の利用者の生命及び身体に対して危険が及ぶ 

ことを防止することができない場合に限ります。 

 「一時性」 ➡ 利用者本人又は他の利用者の生命及び身体に対して危険が及ぶことがなくなっ 

た場合、直ちに身体拘束を解除します。 

 

 ※ やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、利用者及びその家族等に対し、事前に行動制限の内

容や目的、拘束の時間について十分にご説明したうえで同意を得るものとします。利用者本人

に意思能力があるときは十分説明し、本人からの同意を得るものとします。 

 （3） 事業所は、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その 

    結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底しています。 

（身体的拘束廃止委員会を 3 か月に 1 回又は必要の都度開催。） 

 （4） 事業所は、身体的拘束の適正化のための指針を整備しています。 

     （身体的拘束に関する指針） 

 （5） 事業所は、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束の適正化のための研修を年 2回以 

    上実施しています。 

   

15.事故発生時の対応について 

  事業所は、事故の発生又は再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 

 （1） 事故が発生した場合の対応について、次号に規定する報告等の方法を定めた事故発生の

為の指針（事故発生の防止及び発生の指針）を整備しています。 

 （2） 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告

され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備しています。 

 （3） 事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に実施しています。 

     （事故発生防止委員会を 3 か月に 1 回開催。職員に対する研修を年 2 回実施。） 

 （4） 上記（1）から（3）の措置を適正に実施するための担当者を配置しています。 

 （5） 事業所は、短期入所サービスの提供により事故が発生したときは、速やかに応急措置と

医療的対応を行うとともに、利用者の家族等へのご連絡及び事故処理等を踏まえて保険者

である市町村へ事故報告書として提出します。 
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 （6） 事業所は、前号に事故の状況及び事故に際して採った処置を適切に記録します。 

 

※ 事故等があった際に報告書等を提出する担当部署は次のとおりです。 

 

【市町村（保険者） 

の窓口】 

 「船橋市福祉サービス部指導監査課 

 所在地  ： 船橋市湊町 2―8－11  船橋市役所別館 2 階 

 電話番号 ： 047－404－2312  FAX 047－436－2189 

 受付時間 ： 9：00～17：00（土・日・7 祝日・年末年始除く） 

（7） 事故等による怪我等及び容体の急変時の「緊急連絡先」について 

    上記施設内における事故等のほか、利用者の容体に急変等があった場合は、救急車の手配

又は協力医療機関への搬送等の必要な措置を講じるとともに、速やかに利用者のご家族等

へご連絡いたします。この連絡方法につきましては、緊急連絡先として、下表に記載され

た順位で行いますので、日中、夜間にも連絡の取れる方のご記入をお願いします。 

 

※ 下表の記載内容に変更があった場合は、速やかに施設までご連絡ください 

〇緊急連絡先 

 

 

 

 

 

 

緊急連絡先

① 

フリガナ  

 

 

利用者から

見た関係 

 

 

氏名 

 

 

 

住所 

 

〒   -    

 

 

電話番号 

 

  

携帯電話 

 

 

 

    

 

 

 

 

緊急連絡先

① 

フリガナ  

 

 

利用者から

見た関係 

 

 

氏名 

 

 

 

住所 

 

〒   -    

 

 

電話番号 

 

  

携帯電話 

 

16.損害賠償について 

（1）損害賠償責任 

  事業所は、利用者に対する短期入所サービス等の提供により賠償すべき事故が発生した場合及

び守秘義務に違反した場合には、速やかに損害を賠償いたします。 

  但し、その損害の発生について利用者に故意又は過失が認められる場合や利用者の心身の状況 
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等から事業所が負うべき賠償責任が減ぜられると認められる場合には、当該事故の具体的内容に 

応じて賠償するものといたします。 

 

（2）損害賠償がなされない場合 

  事業所は自己責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。 

 特に、以下の事項がこれに該当します。 

 ① 契約締結時にあっては、利用者の心身の状況や病歴等の重要事項は短期入所サービス等の提

供にあたっては適正実施の為に必要不可欠となることから、利用者又はその家族若しくは身元

引受人が故意にこれを告知しなかったり、不実の告知によるものに起因した損害が発生したと

きをいう 

 ② サービス実施にあたり必要となる事項の聞き取りや確認は、事業所の従業者が具体的なサー 

ビス内容及び実施にあたっての留意事項等適切妥当なサービス提供に必要となる為、利用者又

はその家族若しくは身元引受人が故意にこれを告げなかったり、不実の告知により起因して損

害が発生したときをいう 

 ③利用者の体調の変化などにより短期入所サービス等の実施を原因としない事由に起因して損害 

が発生したとき 

 ④事業所の従業者による指示・依頼に対して、利用者がこれに反して行った行為に起因して損害 

が発生したとき 

（3）事業所の責によらない理由によるサービスの不実施 

  事業所は、地震等の天災その他事業所の責に帰さない事由をもってサービス提供が不能となっ

た場合、利用者に対するサービス提供に係る義務を負うことはありません。 

 

（4）事業所が加入する損害賠償保険 

  事業所は、自己の責に帰すべき事由による損害賠償に備えて必要な措置を講じています。 

※施設が加入する損害賠償保険は次のとおりです。 

 保険会社名  ： あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 保険の名称  ： 介護保険・社会福祉事業総合保険 

 保障の概要  ： 対人・対物、管理財物の損壊、財物損壊を伴わない使用不能、人格権侵害 

          経済的損害 

 

17.虐待の防止について 

 事業所は、利用者の尊厳、人格に対する配慮を常として、虐待の発生又は再発の防止を図るため、

次のとおり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者 

 

虐待防止対応責任者 

  

特別養護老人ホーム船橋笑寿苑   施設長    石神 正浩 

 

 

（2） 事業所における虐待防止のための指針を整備しています。 

    （高齢者虐待防止及び発生時対応の指針） 
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（3） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に実施しています。 

    （併設する特別養護老人ホームと一体的な虐待防止委員会を 3 か月に 1 回開催） 

（4） 事業所の介護職員その他の従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施していま

す。（年 2 回以上） 

（5） 養護者による虐待があるとき、若しくはその恐れがあると認められる場合には、市町村と

連携を取り、成年後見制度の利用を支援します。 

（6） 事業所は、短期入所サービスの提供中に事業所の従業者又は養護者による虐待を受けたと 

思われる利用者を発見した場合は、これを速やかに市町村に通報します。 

 

18.記録の整備 

 1 事業所は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しています。 

 2 事業所は、短期入所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5年

間保存します。 

（1） 短期入所生活介護計画又は、介護予防短期入所生活介護計画 

（2） 上記 5.（3）に規定する指定短期入所生活介護に関する事項（e）又は同（3）指定介護予防

短期入所生活介護に関する事項（f）に規定する身体的拘束を行う際の、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

（3） 上記 5.（4）に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（4） 上記 5.（12）に規定する市町村への通知に係る記録 

（5） 上記 13.（1）の②の（d）に規定する苦情の内容等の記録 

（6） 上記 15.（6）に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

 

19.サービス第三者評価の実施状況について 

  当事業所で提供しているサービスの内容や課題等を第三者の観点から評価することの実施状況

は下表のとおりです。（現時点では第三者よる評価は受けていません。） 

 

 

 

評価の実施状況 実施日 

（ありの場合） 

評価機関名 結果の表示 

 

1.あり 2.なし 

 

令和 年 月  日 

 

― 

 

1.あり  2.なし 
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20.重要事項説明の同意について 

 上記内容について、「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、施設の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（令和 6 年条例第 32 号）」及び「船橋市介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例（令和 6年条例第 33号）に基づき、利用申込者又はその家族等

に説明を行いました。 

 

 令和   年    月    日 

                  事業者   社会福祉法人 修央会 

                  事業所   船橋笑寿苑短期入所サービス 

                  所在地   千葉県船橋市大穴北 4 丁目 25 番 15号 

                  管理者   石神 正浩    ㊞ 

 

                  説明者   生活相談員             ㊞ 

 

 

   私は、上記のとおり重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護（指定介護予防短期入所

生活介護）の提供開始に同意します。  

 

 令和    年    月    日 

 

       利 用 者   住所                            

 

               氏名 

        

 

           

 

       代 理 人   住所                      

 

               氏名 

        


